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１ 適 用 範 囲 

この使用契約条件（以下「この契約条件」といいます。）は，同一の需

要場所において，同一の契約名義により，当社が別に定める需給契約条件

のスマートファミリープラン［ガスセット］またはスマートビジネスプラ

ン［ガスセット］により電気の供給を受けるお客さまで，当社との協議が

整った場合に適用いたします。 

ただし，当社との電気需給契約がないお客さまについても，次のいずれ

かに該当する場合は，この契約条件を適用することがあります。 

  ガスの使用開始にあわせてスマートファミリープラン［ガスセット］

またはスマートビジネスプラン［ガスセット］による電気の需給を開始

することが明らかな場合で，電気の需給開始に先だってガスの使用を開

始されるとき。 

  当社との電気需給契約の消滅にあわせてこの契約条件の適用を解消さ

れることが明らかな場合で，電気需給契約消滅後にこの契約条件の適用

を解消されるとき。 

 

２ 料     金 

料金は， および を適用して，１月ごとのガス供給条件（以下「供給

条件」といいます。）15（使用量の算定）に定める使用量にもとづき算定

された基本料金および従量料金の合計といたします。 

なお，従量料金は，基準単位料金または別表（単位料金の調整）により

調整単位料金を算定した場合は，その調整単位料金にその１月の使用量を

乗じて算定いたします。 

  適 用 区 分 

料金表の適用区分は，料金の算定期間の使用量に応じ，次のとおりと

いたします。 
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使  用  量 適用される料金表 

０立方メートルから15立方メートルまでの場
合 

料金表Ａ 

15立方メートルをこえ30立方メートルまで 
の場合 

料金表Ｂ 

30立方メートルをこえ100立方メートルまで 
の場合 

料金表Ｃ 

100立方メートルをこえる場合 料金表Ｄ 

 

  料  金  表 

イ 料 金 表 Ａ 

  基 本 料 金 

 

１月および１契約につき ８９６円４０銭 

 

  基 準 単 位 料 金 

 

１立方メートルにつき ２４２円２８銭 

 

  調 整 単 位 料 金 

 の基準単位料金をもとに別表（単位料金の調整）により算定し

た１立方メートル当たりの単位料金といたします。 

ロ 料 金 表 Ｂ 

  基 本 料 金 

 

１月および１契約につき １,１１２円４０銭 

 

  基 準 単 位 料 金 

 

１立方メートルにつき ２２７円８８銭 
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  調 整 単 位 料 金 

 の基準単位料金をもとに別表（単位料金の調整）により算定し

た１立方メートル当たりの単位料金といたします。 

ハ 料 金 表 Ｃ 

  基 本 料 金 

 

１月および１契約につき １,５３３円６０銭 

 

  基 準 単 位 料 金 

 

１立方メートルにつき ２１３円８４銭 

 

  調 整 単 位 料 金 

 の基準単位料金をもとに別表（単位料金の調整）により算定し

た１立方メートル当たりの単位料金といたします。 

ニ 料 金 表 Ｄ 

  基 本 料 金 

 

１月および１契約につき ２,１２７円６０銭 

 

  基 準 単 位 料 金 

 

１立方メートルにつき ２０７円９０銭 

 

  調 整 単 位 料 金 

 の基準単位料金をもとに別表（単位料金の調整）により算定し

た１立方メートル当たりの単位料金といたします。 
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３ 日 割 計 算 

供給条件17（日割計算） の適用を受ける場合の料金は，次の日割計算

後基本料金と従量料金の合計といたします。 

なお，２（料金） の料金表Ａ，料金表Ｂ，料金表Ｃまたは料金表Ｄの

適用区分は，料金の算定期間における使用量に30を乗じ，日割計算対象日

数で除した１月換算使用量によります。また，１月換算使用量の単位は，

立方メートル単位の整数とし，その端数は，切り捨てます。 

  日割計算後基本料金 

  基本料金×―――――――――― 

なお，基本料金は，２（料金） の基本料金といたします。 

  従 量 料 金 

従量料金は，２（料金） を適用し，料金の算定期間における使用量

によって算定いたします。 

 

４ 電気需給契約が消滅する場合の取扱い 

需要場所における当社との電気需給契約が消滅する場合等，１（適用範

囲）に定めるこの契約条件の適用範囲を満たさないことを当社が確認した

ときは，この契約条件の適用を解消させていただきます。この場合には，

あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。 

 

５ そ  の  他 

  お客さまが，同一需要場所において，同一名義により，スマートファ

ミリープラン［ガスセット］により電気の供給を受けている場合は，料

金の支払方法について，原則として供給条件19（料金その他の支払方

法） ロは適用いたしません。 

  この契約条件に定めのない事項については，ガス供給条件によるもの

日割計算対象日数 
30 
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といたします。 
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附        則 

 

 

（実 施 期 日） 

この契約条件は，平成29年４月１日から実施いたします。 
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別        表 

 

 

（単位料金の調整） 

当社は，毎月， イによって算定された平均原料価格が85,350円を下回

る場合は，２（料金） の基準単位料金から ロ によって算定された原

料費調整単価を差し引き， イによって算定された平均原料価格が85,350

円を上回る場合は，２（料金） の基準単位料金に ロ によって算定さ

れた原料費調整単価を加えて調整単位料金を算定いたします。 

  原料費調整単価の算定 

イ 平 均 原 料 価 格 

平均原料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ

き，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，平均原料価格は，10円単位とし，10円未満の端数は，１円の

位で四捨五入いたします。 

平均原料価格＝Ａ×0.9423＋Ｂ×0.0620 

Ａ＝各平均原料価格算定期間における１トン当たりの平均ＬＮＧ

価格 

Ｂ＝各平均原料価格算定期間における１トン当たりの平均ＬＰＧ

価格 

また，各平均原料価格算定期間における１トン当たりの平均ＬＮＧ

価格および１トン当たりの平均ＬＰＧ価格の単位は，10円とし，10円

未満の端数は，１円の位で四捨五入いたします。 

ロ 原料費調整単価 

原料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，原料費調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，小数点以

下第１位で四捨五入いたします。 
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  １トン当たりの平均原料価格が85,350円を下回る場合 

        ＝（85,350円－平均原料価格）×―――――――― 

          ×（１＋消費税率） 

  １トン当たりの平均原料価格が85,350円を上回る場合 

        ＝（平均原料価格－85,350円）×―――――――― 

          ×（１＋消費税率） 

また，基準原料価格と平均原料価格との差額は，100円単位とし，

100円未満の端数は，10円の位で切り捨ていたします。 

ハ 原料費調整単価の適用 

各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費

調整単価は，その平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適

用期間に使用されるガスに適用いたします。 

なお，各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間

は，次のとおりといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 の基準単価 
100 

 の基準単価 
100 

原 料 費 
調整単価 

原 料 費 
調整単価 
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平均原料価格算定期間 原 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間 

毎 年 １ 月 １ 日 か ら 
３月 3 1日までの期間 

その年の６月分の料金の算定期間 

毎 年 ２ 月 １ 日 か ら 
４月 3 0日までの期間 

その年の７月分の料金の算定期間 

毎 年 ３ 月 １ 日 か ら 
５月 3 1日までの期間 

その年の８月分の料金の算定期間 

毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 
６月 3 0日までの期間 

その年の９月分の料金の算定期間 

毎 年 ５ 月 １ 日 か ら 
７月 3 1日までの期間 

その年の10月分の料金の算定期間 

毎 年 ６ 月 １ 日 か ら 
８月 3 1日までの期間 

その年の11月分の料金の算定期間 

毎 年 ７ 月 １ 日 か ら 
９月 3 0日までの期間 

その年の12月分の料金の算定期間 

毎 年 ８ 月 １ 日 か ら 
1 0月 3 1日までの期間 

翌年の１月分の料金の算定期間 

毎 年 ９ 月 １ 日 か ら 
1 1月 3 0日までの期間 

翌年の２月分の料金の算定期間 

毎 年 1 0 月 １ 日 か ら 
1 2月 3 1日までの期間 

翌年の３月分の料金の算定期間 

毎 年 1 1 月 １ 日 か ら 
翌年の１月 3 1日まで 
の期間 

翌年の４月分の料金の算定期間 

毎 年 1 2 月 １ 日 か ら 
翌年の２月 2 8日まで 
の 期 間 （ 翌 年 が 閏 年 
と な る 場 合 は ， 翌 年 
の２月29日までの期間） 

翌年の５月分の料金の算定期間 

 

  基 準 単 価 

基準単価は，平均原料価格が100円変動した場合の値とし，次のとお

りといたします｡ 

 

１立方メートルにつき 
８銭１厘 

（消費税等相当額を含みません。） 

 

 


